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左絵のように、身長差のあるＡ・Ｂ・

Ｃの３人の男の子に等しく木箱を提供

しても、Ｃは壁が邪魔で野球観戦がで

きません。 

しかし、右絵のように、Ａの木箱を

Ｃに移すという個別に必要で、過度の

負担もない変更・調整をすれば、３人

とも公平に観戦できます。これが「合

理的配慮」のイメージと言えます。 
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『障害者差別解消法』( H 2 8 . 4 施 行 )により

学校の設置者や学校には過度の負担の

ない範囲で､障害のある児童生徒への

｢合理的配慮｣を行うことが求められる

ようになりました。 ※正式名は「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律」 
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